
 

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

茨木市で は、市 民の 安定就労 を促 進する ため、市 内事業 所で 失業中の 方を 正規労 働

者（※ 1）と して雇 用 、又は 同一事 業所内 で非正規 労働 者（※ 2）を正 規労働 者に転 換

した事業 主へ の奨励 金制度を 設け ていま す。  

また、働き やすい 職 場づくり を促 進する ため、ワー ク・ライ フ・バ ラン スの推 進 や

仕 事 と 子 育 て ・ 介 護 の 両 立 支 援 及 び 女 性 活 躍 推 進 等 に 配 慮 し た 職 場 環 境 を 整 備 す る

『 働 き や す い 職 場 づ く り 推 進 事 業 所 認 定 事 業 所働 き や す い 職 場 づ く り 推 進 事 業 所 認 定 事 業 所働 き や す い 職 場 づ く り 推 進 事 業 所 認 定 事 業 所働 き や す い 職 場 づ く り 推 進 事 業 所 認 定 事 業 所 （ ※ 3） 』 に 対 し て 、 奨 励 金 額 に お い

て優遇措 置を 設けて います。  
※ 1 正 規 労 働 者 と は正 規 労 働 者 と は正 規 労 働 者 と は正 規 労 働 者 と は ・ ・ ・ 事 業 主 に 直 接 雇 用 さ れ る 雇 用 期 間 の 定 め の な い 方 で あ っ て 、 1 週 間 の 所 定 労 働 時 間 が 30

時 間 以 上 で あ る 労 働 契 約 を 締 結 し 雇 用 さ れ る 雇 用 保 険 の 一 般 被 保 険 者 で あ り 、 雇 用 さ れ る 事 業 所 に お い て 、 正 規

労 働 者 と し て の 処 遇 を う け る 人  

※ 2 非非非非 正 規 労 働 者 と は正 規 労 働 者 と は正 規 労 働 者 と は正 規 労 働 者 と は ・ ・ ・ 雇 用 期 間 に 定 め の あ る 方 で あ っ て 、 雇 用 さ れ る 事 業 所 に お い て 、 労 働 者 と 同 等 の 処 遇 を

う け な い 人  

※ 3 働 き や す い 職 場 づ く り 認 定 事 業 所 と は働 き や す い 職 場 づ く り 認 定 事 業 所 と は働 き や す い 職 場 づ く り 認 定 事 業 所 と は働 き や す い 職 場 づ く り 認 定 事 業 所 と は・・・茨 木 市 働 き や す い 職 場 づ く り 推 進 事 業 所 認 定 制 度 実 施 要 綱（ 平 成 29

年 5 月 17 日 実 施 ）第 5 第 1 項 の 規 定 に よ り 、茨 木 市 働 き や す い 職 場 づ く り 推 進 事 業 所 認 定 事 業 所 と し て 認 定 さ

れ た 事 業 所  

 

 

          

奨励金額 
中小企業事業主又は 

一般社団法人等 

働 き や す い 職 場 づ く り

推進事業所認定事業所 

新たに正規労働者として  

雇った場合 
300,000 円 400,000 円 

非正規労働者を正規労働者と

して転換した場合  
200,000 円 300,000 円 

上記のうち一般的な 

正規労働者より所定労働時間

が短時間の場合 

100,000 円 200,000 円 

 

 

 

１年度につき、２人分まで 

 

 

正規労働者として雇用した日、又は正規労働者へ転換した日から６か月経過後、

３か月以内であって、６か月分の給与支払い後（Q2 参照）  

            

        

補 助 内 容補 助 内 容補 助 内 容補 助 内 容     

茨木市正規雇用促進奨励金制度 

 

申 請 期 間申 請 期 間申 請 期 間申 請 期 間    

（ 令 和 ６ 年 ４ 月 改 定 ）  

交交交交    付付付付    人人人人    数数数数    

（令和６年４月改正）（令和６年４月改正）（令和６年４月改正）（令和６年４月改正）    



 

 

 

                                       
    

市内 事 業 所で 失 業 中 の方 を 正 規市内 事 業 所で 失 業 中 の方 を 正 規市内 事 業 所で 失 業 中 の方 を 正 規市内 事 業 所で 失 業 中 の方 を 正 規 労 働 者 と して労 働 者 と して労 働 者 と して労 働 者 と して 雇 用雇 用雇 用雇 用 、、、、又 は 非 正 規労 働 者 を正 規 労 働 者に又 は 非 正 規労 働 者 を正 規 労 働 者に又 は 非 正 規労 働 者 を正 規 労 働 者に又 は 非 正 規労 働 者 を正 規 労 働 者に

転換 し 、 かつ 、 次 の いず れ に も該 当 す る 事業 主転換 し 、 かつ 、 次 の いず れ に も該 当 す る 事業 主転換 し 、 かつ 、 次 の いず れ に も該 当 す る 事業 主転換 し 、 かつ 、 次 の いず れ に も該 当 す る 事業 主     

1 中小企業 事業主 （ ※ 4）若 しくは 一般社 団法人、 公益 社団法 人、社会 福祉 法人、

医療法人 等で あって 、かつ、 中小 企業事 業主と同 規模 の事業 主である こと  
    ※ 4 中 小 企 業 事 業 主中 小 企 業 事 業 主中 小 企 業 事 業 主中 小 企 業 事 業 主・・・中 小 企 業 基 本 法（ 昭 和 38 年 法 律 第 154 号 ）第 ２ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 企 業 を い う 。

た だ し 、発 行 済 株 式 の 総 数 又 は 出 資 金 額 の 総 額 の ２ 分 の １ 以 上 を 同 一 の 大 企 業（ 中 小 企 業 以 外 の 会 社 を い う 。）

が 所 有 し て い る も の 、 発 行 済 株 式 の 総 数 又 は 出 資 金 額 の 総 額  の ３ 分 の ２ 以 上 を 大 企 業 が 所 有 し て い る も の 及

び 大 企 業 の 役 員 又 は 職 員 を 兼 ね て い る 者 が 、 役 員 総 数 の ２ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る も の を 除 く 。  

2 雇用保険 適用事 業 所の事業 主で あるこ と 

3 対象とな る労働 者 の雇入れ 、又 は転換 の日から 6 か 月間、 労働者を 雇 用 継 続 し 、 

その期間 の給 与を支 払った事 業主 である こと  

4 対象とな る労働 者 の雇入れ 、又 は転換 の日から 前後 ６か月 、事業 主の都 合によ り  

労働者を 解雇 してい ないこと  

5 市税の滞 納がな い こと  

6 労働者災 害補償 保 険 、 厚 生 年 金 、 健 康 保 険 の 加 入 が 義 務 付 け ら れ て い る 場 合 は 、 

当該保険 に加 入して いること  

7 労働基準 法（昭和 22 年法律第 49 号 ）等の関係 法令を 遵 守すると とも に、法 令 

に適合し た就 業規則 等を整備 して いる事 業所であ るこ と  

8 奨励金の 受給終 了 後も正規 労働 者とし て相当期 間雇 用する ことが確 実で あるこ  

と 

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。 
① 過 去 に こ の 要 綱 に よ る 奨 励 金 の 交 付 を 受 け た 事 業 主 で あ っ て 、 そ の 交 付 の 根 拠 と な っ た 対 象 労 働 者 を 再 び 雇 い

入 れ る も の  

② 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 23 年 法 律 第 122 号 ）第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 風 俗

営 業 、同 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 、同 条 第 11 項 に 規 定 す る 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 、同 条 第 13 項

に 規 定 す る 接 客 業 務 受 託 営 業 又 は 同 法 第 33 条 第 1 項 に 規 定 す る 深 夜 に お け る 酒 類 提 供 飲 食 店 営 業 の 対 象 と な

る 営 業 を 営 む 事 業 主  

③ イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 を 利 用 し て 児 童 を 誘 引 す る 行 為 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 15 年 法 律 第 83 号 ）

第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性 紹 介 事 業 を 営 む 事 業 主  

④ 茨 木 市 が 出 資 に よ る 権 利 を 有 す る 事 業 所 の 事 業 主 、 ⑤ そ の 他 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象対象対象対象事業主事業主事業主事業主    

対象労働者対象労働者対象労働者対象労働者    

３ か 月 以 上 失 業 （ ※ 6） 期 間 が あ り 、  

正 規 労 働 者 と し て 市 内 事 業 所 で 雇 用 し た  

 

同 一 の 事 業 所 に お い て 、  

非 正 規 労 働 者 か ら 正 規 労 働 者 に 転 換 し 、  

雇 用 期 間 以 外 の 労 働 条 件 の 待 遇 が 改 善 し た  

 

 市 民 （ ※ 5） 、 又 は 正 規 労 働 者 に な っ た 日 か ら ３ か 月 以 内 に  

茨 木 市 に 転 入 し 、 申 請 日 に お い て も 茨 木 市 民 で あ る  

④ 〈 雇 用 形 態 に 定 年 制 が 適 用 さ れ る 場 合 〉  

正 規 労 働 者 へ の 転 換 の 日 か ら 定 年 年 齢 に  

達 す る 日 ま で の 期 間 が ５ 年 以 上 で あ る  

⑤ 〈 雇 用 形 態 に 定 年 制 が 適 用 さ れ な い 場 合 〉  

正 規 労 働 者 へ の 転 換 の 日 に お い て  

65 歳 未 満 で あ る  

① 前 職 を 事 業 主 の 都 合 に よ り 離 職 し た  

【 本 人 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 離 職 し

た 者 及 び 定 年 に よ り 離 職 し た 者 を 除 く 】  

② 〈 雇 用 形 態 に 定 年 制 が 適 用 さ れ る 場 合 〉  

正 規 労 働 者 と し て 雇 用 し た 日 か ら 定 年 年 齢  

に 達 す る 日 ま で の 期 間 が ５ 年 以 上 で あ る  

③〈 雇 用 形 態 に 定 年 制 が 適 用 さ れ な い 場 合 〉 

正 規 労 働 者 と し て 雇 用 し た 日 に お い て  

65 歳 未 満 で あ る  

次 の ① ～ ⑤ の い ず れ か に 該 当 す る 方次 の ① ～ ⑤ の い ず れ か に 該 当 す る 方次 の ① ～ ⑤ の い ず れ か に 該 当 す る 方次 の ① ～ ⑤ の い ず れ か に 該 当 す る 方 （ 事 業 主 の 2 親 等 以 内 の 親 族 お よ び  

正 規 労 働 者 と し て 雇 用 す る こ と を 前 提 と し て 雇 い 入 れ ら れ た 非 正 規 労 働 者 は 除 く ）  

※ 5 市 民 ・ ・ ・ 本 市 の 区 域 内 に 居 住 し 、 住 民 基 本 台 帳 法  

（ 昭 和 42 年 法 律 第 81 号 ） に 基 づ き 本 市 の 住 民 基 本 台 帳  

に 記 録 さ れ て い る 方  
※ 6 失 業 ・ ・ ・ 仕 事 に 就 い て お ら ず 、 仕 事 を 探 し て お り 、  

仕 事 が あ れ ば す ぐ に 就 く こ と が で き る 状 態  



 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q１ . 事業所 の本社 の所在地 が市 外の場 合でも申 請で きます か？  

A１ . 市 内 の 事 業 所 に お い て 雇 用 又は 正 規 労 働 者 へ の 転換 さ れ る 場 合 は 対 象と な り ま

す 。 た だ し 、 事 業 所 の 本 社 の 所 在 地 が 市 内 で あ っ て も 、 対 象 と な る 労 働 者 の 勤

務地が市 外の 場合は 支給対象 外と なりま す。  

 

 

 

QQQQ ＆＆＆＆ AAAA    

下記の書 類を 揃えて 、商工労 政課 窓口へ 直接又は 、郵 送にて ご提出く ださ い。  

※できる限り窓口へご持参ください。  

 

 

①茨木市 正規 雇用促 進奨励金 交付 申請書   

②要件確 認書 （転換 の場合は 、「 待遇改 善確認シ ート 」も必 要です。 ）  

③給与支 払書 ※ Q2 参 照  

④対象労 働者 の労働 条件通知 書又 は雇用 契約書（ 写）  

⑤対象労 働者 の雇入 れ、又は 転換 の日以 降６月間 の出 勤簿（ 写 ） ※ Q2 参 照  

⑥対象労 働者 の雇入 れ、又は 転換 の日以 降６月間 の賃 金台帳 （写） ※ Q2 参 照  

⑦雇用保 険被 保険者 資格取得 等確 認通知 書（事業 主通 知用） （写）  

⑧〔中小 企業 事業主 または一 般社 団法人 等の場合 〕  

中 小 企 業 事 業 主 で あ る こ と を 確 認 す る 書 類 （ 資 本 金 ま た は 出 資 の 額 、 常 時 雇 用 す る

労働者数 がわ かるも の）  

（ 例 ） ３ か 月 以 内 に 発 行 さ れ た 登 記 簿 謄 本 （ 写 ） ま た は 事 業 所 台 帳 全 記 録 照 会 （ ヘ ッ ダ ー ）

な ど  

⑨労働者 災害 補償保 険の加入 がわ かるも の 

（ 例 ） 労 働 保 険 料 の 申 告 書 （ 控 ）  

⑩対象労 働者 の厚生 年金・健 康保 険の加 入がわか るも の（写 ） 

（ 例 ） 健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 被 保 険 者 資 格 取 得 届 な ど  

⑪対象労 働者 が失業 中、又は 非正 規労働 者であっ たこ とがわ かるもの （写 ）  

（ 失 業 中 の 場 合 ） 履 歴 書 、 ハ ロ ー ワ ー ク カ ー ド 、 雇 用 保 険 受 給 資 格 者 証 な ど  

（ 非 正 規 労 働 者 の 場 合 ） 非 正 規 労 働 者 で あ っ た 期 間 の 雇 用 契 約 書 、 労 働 条 件 通 知 書  

⑫誓約書  

⑬〔事業 主都 合によ り離職し た方 を雇用 された場 合の み〕  

 雇 用 保 険 被 保 険 者 資 格 喪 失 通 知 書 （ 被 保 険 者 通 知 用 ） （ 写 ）  

 

※ 必 要 に 応 じ て 、 総 勘 定 元 帳 等 の 提 出 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。  

申請に申請に申請に申請に必要な書類必要な書類必要な書類必要な書類・・・・申請方法申請方法申請方法申請方法    
    

（（（（ ① 、 ② 、① 、 ② 、① 、 ② 、① 、 ② 、 ③③③③ 、 ⑫、 ⑫、 ⑫、 ⑫ の 用紙の 用紙の 用紙の 用紙 は 、は 、は 、は 、 市市市市 ホ ー ム ペ ージ か ら ダウ ン ロ ー ドホ ー ム ペ ージ か ら ダウ ン ロ ー ドホ ー ム ペ ージ か ら ダウ ン ロ ー ドホ ー ム ペ ージ か ら ダウ ン ロ ー ド で き ま す。で き ま す。で き ま す。で き ま す。 ））））     



 

 

 

Q2. 申請期間は いつ からいつ まで ですか 。 

A2. 図示す ると下 記 のとおり にな ります 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 雇 入 れ 日 又 は 転 換 日 か ら ６ か 月 間 に 対 す る 給 与 の 支 払 を 終 え て か ら の 申 請 と な り

ます。給 与計算 締日 によって は、７ か月 分の出勤 簿、賃 金台 帳の提出 が必 要とな り

ます。  

※申請期 限が 閉庁日 の場合は 、直 前の開 庁日まで です 。  

 

Q3. 転 換 の 場 合 、 雇 用 期 間 （ 有 期 契 約 か ら 無 期 契 約 ） 以 外 の 改 善 さ れ た 労 働 条 件 に

は、給与 が上 がった 、昇給が ある 等以外 に該当す る条 件は何 ですか。  

A3. 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら 下 記 「 待 遇 改 善 確 認 シ ー ト 」 を ダ ウ ン ロ ー ド し 、 労 働 条 件

をご確認 いた だき、 ほかの必 要な 書類と 合わせて ご提 出くだ さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q４. 一度 奨 励 金 を 申 請 した こ と が あ る 対 象 労働 者 を 再 度 雇 用 し た場 合 、 申 請 で きま

すか。  

A４ . 対象になり ませ ん。対象 労働 者１人 につき、 １回 までで す。  

 

 
 

お問合せ
茨木市 産業環境部 商工労政課 

TEL：072-620-1620  FAX：072-627-0289 

E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp 

市 HP はこちら！ 

4/1 

雇
入
れ

日 

又
は
転
換

日 

9/30 12/31 

６ か 月  

 

 

転換前 転換後

社員区分

勤務時間 ：　　　　～　　　： ：　　　　～　　　：

休日

勤務地の限定 有　　・　　無 有　　・　　無

職務の限定 有　　・　　無 有　　・　　無

昇格 有　　・　　無 有　　・　　無

賃金形態
時給　・　月給　・　日給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

時給　・　月給　・　日給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

昇給 有　　・　　無 有　　・　　無

賞与 有　　・　　無 有　　・　　無

退職金 有　　・　　無 有　　・　　無

特別休暇
（※1）

有（名称　　　　　　　　　　　　）

無

有（名称　　　　　　　　　　　　）

無

上記以外の
待遇改善点

待遇改善がわかる
就業規則・給与表等

（※1）法定休暇とは別に規定している休暇。有給無給は問いません。

待遇改善確認シート（転換の場合のみ提出）

有　　・　　無

申
請
期
限 

 

申 請 期 間  

 

※ す べ て の 項 目 が 改 善 さ れ て い

る必要は あり ません が、  

転換前か ら正 規労働 者と  

同等の待 遇を 受けて いる  

場合は対 象外 となり ます。  

9/30 勤 務 分 ま で

の 給 与 支 払 日  

雇 入 れ 日 又 は 転 換 日

か ら ６ か 月 経 過 後 、

３ か 月 以 内  


